
2026 年 1月 8 日 

お得意様  各位 

東京地区生コンクリート協同組合 

災害時における出荷対応について 

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

さて、近年は大型台風・豪雨・大雪・地震・津波等の自然災害が頻発し、交通の途絶や停電、人

的被害の危険を伴う事態が各地で発生しております。 

組合員工場におきましても、関係者の安全確保を最優先とする観点から、下記のとおり災害発生

時の出荷対応方針を定めましたので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

敬具 

 

記 

１．避難情報発令時 
工場所在地域または出荷先地域において、自治体より「避難指示」または「警戒レベル４」

以上が発令された場合には、生コンクリートの出荷を取りやめとさせていただきます。 

 

２．警報等発令時 
(1) 大雪・台風接近 

気象庁から大雪警報・暴風警報等が発令された場合、自治体・警察当局・鉄道会社より交通

規制・運休措置等が実施される場合には、安全が確認されるまでの間は出荷を見合わせ、販

売店様・施工業者様と協議させていただきます。 

なお、前日または当日朝の段階で安全な出荷が困難と見込まれる場合には、販売店様・施工

業者様に事前にご連絡の上、納入時期の変更や対応方法について協議させていただきます。 

 

(2) 地震・津波発生 

地震発生時には、工場設備・出荷設備および輸送経路の安全確認を行い、安全が確認される

までの間は出荷を見合わせ、販売店様・施工業者様と協議させていただきます。 

また、津波注意報・警報、高潮警報等が発表された場合には従業員の避難を最優先とし、安

全確保が困難と判断される場合には、生コンクリートの出荷を取りやめとさせていただきま

す。 

 

３．その他 
上記 1.～2.は生コン工場から現場の間で災害が発生した場合について記載していますが、工

場で使用している原材料の製造元から工場への輸送の間で上記発令が発生した場合において

も原材料の納入ができなくなることが考えられ、原材料不足により生コンクリートの製造・

出荷に影響を及ぼす場合がございます。また、災害に限らず交通障害等で交通渋滞の発生に

より、生コンクリートの納入に支障をきたす場合がございます。これらのような問題が確認

された場合につきましても、販売店様・施工業者様にご連絡の上、協議させていただきます。 

 

以上 


